
兵庫県使用料及び手数料徴収条例（平成12年4月1日施行） （別表第４　５５　計量法に関する手数料） 2023.4.1現在

(2)特定計量器検定手数料 カ.皮革面積計（定期検査対象） 2,400円 (4)基準器検査
（質量計関係・期限なし、定期検査対象） ア．タクシーメーター装置検査用基準器（４年）

キ．水道メーター（８年） 13,400円 （JCSS 5,500円）
ア． ウ． 口径 25㎜以下のもの 80円

口径 40㎜以下のもの 170円 イ．基準手動天びん（３年）省略
口径100㎜以下のもの 1,200円
口径100㎜超        1,650円 ウ．基準台手動はかり（３年）

1kg以下 3,350円 （JCSS 2,500円）
ク．温水メーター（８年） 200円 10kg以下 5,300円 （JCSS 3,900円）

  5kg以下 150円 50kg以下 7,800円 （JCSS 5,600円）
 20kg以下 190円 ケ，燃料油メーター 200kg以下 10,500円 （JCSS 6,900円）
 50kg以下 250円 使用最大流量が１L毎分以下のもの 500kg以下 14,000円 （JCSS 8,800円）

（微流量・期限なし） 590円 500kg超 14,000円（JCSS 8,800円）＋
 30kg以下 1,050円 500kg増す毎に6,900円(4,300円)加算
100kg以下 1,250円 340円
250kg以下 1,650円 520円 エ．基準直示天びん（３年）省略
500kg以下 2,050円 900円 （簡易・５年） 1,550円
  1ｔ以下 2,350円 1,550円 基準分銅　（鋳鉄・軟鋼１年、その他５年）
  2ｔ以下 2,450円 2,450円 オ．１級基準分銅（Ｆ２　1mg～20kg）
  5ｔ以下 6,200円 6,200円 200g以下 3,200円 （JCSS 1,350円）
 10ｔ以下 7,800円 7,800円 （車載５年、自動車等７年） 2,050円 200g超  7,900円 （JCSS 2,850円）
 20ｔ以下 11,400円 11,400円
 30ｔ以下 14,200円 14,200円 コ．液化石油ガスメーター（４年） カ．２級基準分銅（Ｍ１　10mg～1t）
 40ｔ以下 18,900円 18,900円 6,400円 5kg以下 640円 （JCSS   280円）
 50ｔ以下 21,300円 21,300円 50kg以下 780円 （JCSS   310円）
 50ｔを超 37,800円 37,800円 サ．量器用尺付タンク（期限なし） 50kg超  8,800円 （JCSS 3,000円）

全量が2000L以下のもの 2,100円
イ．棒はかり、直線目盛のばね式指示はかり 全量が2000L超のもの 4,000円 キ．３級基準分銅（Ｍ２　10mg～1t）
　 10kg以下 100円 5kg以下 480円 （JCSS   220円）

10kgを超 190円 シ．アネロイド型圧力計（期限なし） 50kg以下 650円 （JCSS   270円）
計ることができる最大の圧力が 50kg超  7,100円 （JCSS 2,650円）

エ．分銅 　　50MPa以下のもの 90円
200g以下 20円 　 100MPa以下のもの 450円 ク．面積基準器（３年） 4,250円

200g超 220円    100MPa超のもの 930円
ケ．基準タンク※（ｽﾃﾝﾚｽ製水道用８年、他５年）

オ．おもり ス．アネロイド型血圧計（期限なし）     全量0.25㎥以下 13,600円 ( 5,100円)
5kg以下 20円 150円 　　　   1.0㎥以下 34,000円 (11,800円)

20kg以下 90円
20kg超  290円 (3)タクシーメーター装置検査（１年）

700円

(14)特定計量器検定成績証明書交付手数料
１通 400円

表示機構の最大指示量が50Lを超える
もの（使用最大流量が１L毎分を超え
るものに限る）

※２以上のゲージグラスを有する基準タンクに係る基
準器検査手数料の金額は、ゲージグラスが１増すごと
に、上記金額の２分の１（JCSSは５分の１）に相当す
る額を加算した金額とする。

電気式はかり
又は

光電式はかり

ア又はイ以外の
もの
(ばね式指示はかり、
皿手動はかり、台手
動はかり、懸垂式は
かり等)

表示機構の最大指示量が50L以下のも
の（使用最大流量が１L毎分を超える
ものに限る）


